
甲南高校いじめ防止基本方針

日本国憲法・教育基本法の精神及び理念に基づき，生徒の

個性を啓発して人格の完成を目指し，国家・社会の繁栄と

国際社会の進展に貢献する有為な人材を育成する。

【心の教育推進委員会】

保護者 ・ 目的 スクールカウンセラー

ＰＴＡ（生活指導部） いじめは，いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し， 少年サポートセンター

４校ＰＴＡ その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみなら 各警察署スクールサポーター

ず，その生命または身体に重大な危険を生じさせる。「いじめは絶対に 学校関係者評価委員会

許されない」，「いじめはどの生徒にも起こりうる」という意識の下，全 県教育委員会

ての生徒がお互いを支え合い，健やかに成長できる環境を作ると同時

に，生徒の命の尊厳を保持することを目的とした具体的対策を総合的か

つ効果的に推進する。

・ 組織構成

管理職，生徒指導主任及び副主任，教務主任，進路指導主任，

学年主任，養護教諭，関係教諭

「地球規模でものを考 【いじめの防止】

え行動するリーダー」 ○ 教育相談体制の整備 ・生徒指導委員会

として，高い志をもっ 担任，副担任及びスクールカウンセラー等との連携 （週１回）

た品格ある生徒を育成 ○ いじめに関するＬＨＲの実施 ・担任会

する。 統一ＬＨＲの実施による人権意識の高揚 （週１回）

特に，人間性，創造 ○ 職員研修の実施 ・学年会

性，指導性をリーダー 校内研修による教職員の意識向上と情報共有 （学期２回，臨時）

に求める資質として， ○ 生徒会が主体となった取組 ・心の教育推進委員会

全教育活動を通して人 生徒会による「いじめ撲滅キャンペーン」の実施 （２か月に１回）

間の尊厳と強さ，弱さ， ○ 保護者への啓発 ・校内職員研修

優しさを深く理解し， 望ましい人間関係の在り方，ネットトラブル等の未然防止 （年間３回）

自分の大切さとともに ・学校ネットパトロール

他の人の大切さを認め 【いじめの早期発見】 （随時報告）

ながら，礼節を重んじ， ○ 定期教育相談の実施（年２回） ・スクールカウンセラー

共生の精神を持つ生徒 ○ いじめに関するアンケートの実施とその結果の活用 （月２回）

を育成する。 ○ ＨＲでの生徒の状況把握 ・ＰＴＡへの啓発資料

・ＨＲ活動 きめ細やかな生徒観察（教科，部活等との連携） （随時）

・生徒会活動 ○ 保護者と担任との連携による 迅速な状況把握及び情報共有

・部活動 等 ○ 学校ネットパトロール事業検索結果の活用

【いじめに対する対応】

○ 担任会・学年会での情報提供と共通認識

○ 生徒指導委員会での対応策検討

・ いじめを受けている生徒への支援

・ いじめを行った生徒に対する指導

・ 観衆や傍観者となった生徒に対する指導

○ 心の教育推進委員会での対応策検討

・ 養護教諭等と連携し，安心・安全な場所の確保

○ 保護者への対応

・ 事実を迅速に伝え，保護者の心情や要望を聴いた上で，学校の指導方針

や解決策を説明し，家庭と連携・協力し抜本的な解決を図る。

○ スクールカウンセラー等との連携

○ 学校関係者評価委員会との連携



【年間計画】

月 計画 各教科･特別活動等 生徒会活動 情報ﾓﾗﾙ関連 職員研修

４ 年間及び１学期の活動計画の検討 各教科における指導 各教科における指導計画の 生徒指導事例研修

教育相談の実施 計画の確認 確認 学校基本方針の確認

５ ｢いじめ問題を考える週間｣ いじめに関する統一 いじめ防止標語 （保護者向）

心の教育推進委員会 ＬＨＲ実施 募集 PTA総会

学校評価委員会

職員研修

６

７ いじめに関するｱﾝｹｰﾄの実施 いじめ防止標語 携帯･ﾈｯﾄ利用実態調査 職員研修（携帯・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）

３者面談実施 の校内掲示 ﾈｯﾄ利用講演会（生徒向け）

心の教育推進委員会

８ アンケート集計・検証

２学期の活動計画の検討

９ 実態に基づいた対応策の検討

教育相談の実施

１０ ｢いじめ問題を考える週間｣ いじめに関する統一

学校評価委員会 ＬＨＲ実施

心の教育推進委員会

１１ 職員研修（人権に関する研修）

１２ いじめに関するｱﾝｹｰﾄの実施

３者面談実施

心の教育推進委員会

１ アンケート集計・検証

２ 取組評価ｱﾝｹｰﾄの実施，集計

３ 心の教育推進委員会

取組の検証・修正

次年度活動計画案作成

【緊急時の組織的対応（いじめへの対応）】

【重大事態を含む】

【重大事態】

鹿児島県教育委員会

◇構成委員

校長，教頭，生徒指導主任及び副主任，教務主任，

進路指導主任，学年主任，養護教諭，関係教諭

◇いじめ認知報告

◇調査方針・方法等の決定

※目的，担当者，優先順位，期日等

◇指導方針の決定・指導体制の確立

※指導及び支援の対象と具体的な手立て

特定（被害者・加害者）／一部（観衆・傍観者）／全体（学級・学年）

◇事態収束の判断

調査・事実関係の把握

いじめ解決への指導・支援

継続指導・経過観察

いじめ認知

生徒指導部・担任 教頭・校長

心の教育推進委員会

保護者

関係機関

・県教育委員会

・警察

・医療機関 等


